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(57)【要約】
【課題】ヘルメットの洗浄が十分であり、且つ、その後
の乾燥が十分なため、再装着が素早く行えるヘルメット
洗浄装置を提供する。
【解決手段】ヘルメット洗浄装置は、ヘルメットを保持
する保持手段と、保持されたヘルメットの帽体の開口部
から洗浄液を噴射する噴射手段と、帽体の開口部から空
気を吹き付ける吹き付け手段と、を含む。これにより、
洗浄に必要な洗浄液を最低限にすることができ、ヘルメ
ットの帽体の内装体が容易に乾燥され、洗浄後のヘルメ
ットを直ちに使用できる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ヘルメットをその帽体の開口部の少なくとも一部を開放した状態で保持できる保持手段
と、前記開口部から洗浄液を噴射する噴射手段と、前記開口部から気体を吹き付ける吹き
付け手段と、を含み、前記噴射手段による洗浄液の噴射後に、濯ぎをすることなく、前記
吹き付け手段により気体を吹き付けるように制御する制御手段を更に含む、ヘルメット洗
浄装置。
【請求項２】
　前記開口部から紫外線を含む光を照射する照射手段を更に備える、請求項１に記載のヘ
ルメット洗浄装置。
【請求項３】
　前記保持手段は、前記開口部を下側に配置するように保持する、請求項１又は２に記載
のヘルメット洗浄装置。
【請求項４】
　前記洗浄液は、水又はアルコールに代表される溶剤を主成分とした洗浄剤を含む、請求
項１から３のいずれかに記載のヘルメット洗浄装置。
【請求項５】
　更に、ヘルメットの帽体の外側に第２の洗浄液を噴射する噴射手段を備える、請求項１
から４のいずれかに記載のヘルメット洗浄装置。
【請求項６】
　ヘルメットをその帽体の開口部の少なくとも一部を開放した状態で保持するステップと
、前記開口部から紫外線を含む光を帽体内面及び内装体に対して照射するステップと、前
記開口部から洗浄液を帽体内面及び内装体に対して噴射するステップと、前記開口部から
帽体内面及び内装体に対して気体を吹き付けるステップと、を含むヘルメット洗浄方法。
【請求項７】
　更に、第２の洗浄液をヘルメットの帽体の外側面に噴射するステップを含む、請求項６
に記載のヘルメット洗浄方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ヘルメットの洗浄装置に関し、より詳しくはヘルメットの帽体、内装体、衝
撃吸収ライナー、あごひも等を洗浄し、乾燥できるヘルメットの洗浄装置に関するもので
ある。
【０００２】
　従来から土木建設作業現場、重量物を扱う工場等で、作業員がヘルメットを着用する。
また、二輪車の乗員もヘルメットを着用している。ヘルメットの基本構造は、帽体の内面
に、ハンモック等の緩衝構造を設けて頭部への衝撃を和らげ、ヘルメットが容易に外れな
いように、あごひもが設けられている。また、頭部の接触部に汗を吸収する機能を備えた
吸汗体等の内装部材を設けることも多い。
【０００３】
　吸汗機能を備えたヘルメットは使用感に優れているが、継続使用により、雑菌等が繁殖
して悪臭（例えば、汗臭さ）を放つようになり、不快となる。そこで、ヘルメットを洗浄
するために、各種のヘルメット洗浄装置が提供されている。
【０００４】
　例えば、特許文献１には、洗浄槽の底部に立設状態としたヘルメットの下端部を支持す
る支持部と、ヘルメットのあごひもを緊結可能な定着部とからなる固定手段が設けられ、
洗浄槽内に貯留した洗浄水を羽根車により撹拌流動させて洗浄し、濯いだ後、洗浄槽内の
水を排出口から外部に排水し、ヘルメットの周囲で５０～７０℃の加熱空気を吹き付けて
乾燥することができるヘルメットの洗浄装置が開示されている。しかしながら、洗浄水に
ヘルメットが全て浸かるため、洗浄水の使用量が多くだけでなく、十分な乾燥を達成する
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ことは困難である。
【０００５】
　特許文献２に開示されたヘルメット洗浄装置は、ヘルメットを洗浄する洗浄水を汚れる
まで複数回利用できる構造とされている。この洗浄装置は、洗浄液の使用量を減らすこと
ができるという特徴を有しているが、乾燥能力は高いとは言えず、十分な乾燥を達成する
ことは困難である。
【０００６】
　また、特許文献３には、ヘルメットのような凹部を有する被洗浄物品を収納して洗浄す
る洗浄槽の傾斜面に、超音波発振器を取付け、この洗浄槽に対して洗浄用のアルカリ水と
、すすぎ用の水道水を切換えて給水できるようにするヘルメット等の超音波洗浄装置が提
案されている。しかしながら、乾燥能力は高いとは言えず、十分な乾燥を達成することは
困難である。
【０００７】
　また、特許文献４には、洗浄槽内にヘルメットを保持し、洗浄液及び濯ぎ水を吹き付け
るノズル洗浄手段と、洗浄槽の洗浄液を回収する洗浄液タンクと、濯ぎ水タンクと、洗浄
液と濯ぎ水をノズル洗浄手段に供給するポンプとを備えるヘルメットの洗浄装置が提案さ
れている。ヘルメットを必要なときに一つ一つ別個に洗浄することができ、他人のヘルメ
ットの洗浄液を使い回すことがないので、非常に清潔であるという特徴を備えるが、乾燥
能力は高いとは言えず、十分な乾燥を達成することは困難である。
【０００８】
　また、特許文献５には、イオン送出装置からの空気をヘルメットに吹き付け、ヘルメッ
トに付着した臭い（汗臭、皮脂臭）や雑菌などを除去することができ、ヘルメットを装着
した際の不快感を低減することができるヘルメット浄化装置が提供されている。このイオ
ンは、放電電極を備えるイオン発生器により生成された、イオンが空気中の水分と結合し
て主としてＨ＋（Ｈ２Ｏ）ｍから成る正イオンであるとされる。しかしながら、イオンに
よる雑菌などの除去は限定的と考えられ、十分な洗浄が期待できるものではなく、また、
イオン発生器が必要となる。そして、常温の空気を送ることによる乾燥であるので、乾燥
速度が顕著に高いとも考えられない。
【０００９】
　また、特許文献６には、ヘルメットを載置するヘルメット載置台を有し、このヘルメッ
ト載置台には、電動ファン手段と、この電動ファン手段を経て外気を導入する吸気開口と
、電動ファン手段のファンを通過する外気の空気流をヘルメット載置台に載置するヘルメ
ットの内部に向かって送気する送気グリルとを設けるヘルメット乾燥機が提供されている
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開平１０－１９２７９８号公報
【特許文献２】特開２００２－２５４０４３号公報
【特許文献３】特開２００３－３１１２２５号公報
【特許文献４】特開２０１６－６０９８４号公報
【特許文献５】特開２０１２－１５９２０６号公報
【特許文献６】実用新案登録第３０９３３５４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、十分な洗浄が可能であり、かつ、その後の乾燥が十分行われる洗浄装置
は未だ提案されていない。そこで、ヘルメットの洗浄が十分であり、且つ、その後の乾燥
が十分なため、再装着が素早く行えるヘルメット洗浄装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
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【００１２】
　近年、ヘルメットの多くは、比較的きれいな環境で使用されることが多く、その主な汚
れは、帽体の外側表面に付着する泥汚れ等のようなものではなく、帽体の内面、内装体、
衝撃吸収ライナー、あごひも等における頭から出る汗や皮脂による汚れであることが判明
した。特に、そのような汚れから雑菌が繁殖することにより、悪臭が発生し、これを汚れ
として認識することが多くなってきたことが分かった。逆に言えば、頭から出る汗や皮脂
による汚れ及びそれが原因で生じる悪臭を除去できれば、そのヘルメットは洗浄されたも
のとほぼ同じであると認識されることが分かった。従って、従来からのヘルメットを洗剤
を入れた水に浸漬し、いわゆる丸洗いする必要は必ずしもないことが判明した。
【００１３】
　そこで、本発明のヘルメット洗浄装置は、特にヘルメットの帽体の内面、内装体、衝撃
吸収ライナー、あごひも等における頭から出る汗や皮脂による汚れを除去若しくは分解す
ることにより、ヘルメットを洗浄することができる装置を提供する。
【００１４】
　本発明のヘルメット洗浄装置は、ヘルメットを保持する保持手段と、保持されたヘルメ
ットの帽体の開口部から洗浄液を噴射する噴射手段と、帽体の開口部から空気を吹き付け
る吹き付け手段と、を含む。これにより、洗浄に必要な洗浄液を最低限にすることができ
、ヘルメットの帽体の内装体が容易に乾燥され、洗浄後のヘルメットを直ちに使用できる
。
【００１５】
　更に、光による殺菌手段を備え、保持されたヘルメットの帽体の開口部から光、特に紫
外線を含む光を照射することができる。これにより、ヘルメットの帽体の内装体の殺菌又
は滅菌を行うことができる。
【００１６】
　より具体的には、以下のようなものを提供することができる。
（１）ヘルメットをその帽体の開口部の少なくとも一部を開放した状態で保持できる保持
手段と、前記開口部から洗浄液を噴射する噴射手段と、前記開口部から気体を吹き付ける
吹き付け手段と、を含み、前記噴射手段による洗浄液の噴射後に、濯ぎをすることなく、
前記吹き付け手段により気体を吹き付けるように制御する制御手段を更に含む、ヘルメッ
ト洗浄装置。
　保持手段は、帽体の開口部を下向きに開口させることができるものが好ましい。ヘルメ
ットの自重を利用して、上下左右の移動に対抗して固定が容易にできるからである。噴霧
手段は、開口部が下向きであるのに合わせて、上向きに噴霧することができるものが好ま
しい。濯ぎをすることがないとは、噴霧工程後に、液体等を噴射する工程を挟まず、或い
は、噴霧工程直後に、吹き付け工程が行われることを意味することができる。時間短縮が
可能となる。制御手段は、汎用コンピュータ、マイクロコンピュータ、シーケンサ等のあ
らゆる演算手段（演算処理装置を含む）を含んでよい。
（２）前記開口部から紫外線を含む光を照射する照射手段を更に備える、上記（１）に記
載のヘルメット洗浄装置。
　上記照射手段に加え、照射手段のオン・オフに対応するように制御されるパイロットラ
ンプ、照明器具、インディケータを含む表示装置を含む表示手段を含んでよい。
（３）前記保持手段は、前記開口部を下側に配置するように保持する、上記（１）又は（
２）に記載のヘルメット洗浄装置。
（４）前記洗浄液は、水又はアルコールに代表される溶剤を主成分とした洗浄剤を含む、
上記（１）から（３）のいずれかに記載のヘルメット洗浄装置。
　アルコールは、メタノール、エタノール、プロパノール等、一般に市販される如何なる
ものをも含んでよい。
（５）更に、ヘルメットの帽体の外側に第２の洗浄液を噴射する噴射手段を備える、上記
（１）から（４）のいずれかに記載のヘルメット洗浄装置。
（６）ヘルメットをその帽体の開口部の少なくとも一部を開放した状態で保持するステッ
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プと、前記開口部から紫外線を含む光を帽体内面及び内装体に対して照射するステップと
、前記開口部から洗浄液を帽体内面及び内装体に対して噴霧又は噴射するステップと、前
記開口部から帽体内面及び内装体に対して気体を吹き付けるステップと、を含むヘルメッ
ト洗浄方法。
　前記紫外線を含む光を帽体内面及び内装体に対して照射するステップは、噴霧又は噴射
するステップの間も継続するしてもよく、また、気体を吹き付けるステップ迄継続しても
よい。前記光の照射、前記噴霧するステップ、前記噴射するステップは、ヘルメットの上
面側に対して行ってもよい。
（７）更に、第２の洗浄液をヘルメットの帽体の外側面に噴射するステップを含む、上記
（６）に記載のヘルメット洗浄方法。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明のヘルメット洗浄装置において、ヘルメットの帽体の開口部から洗浄液を帽体の
内面及び内装体に向けて噴射する噴射手段を備え、前記開口部から気体を吹き付ける吹き
付け手段と、を含み、前記噴射手段による洗浄液の噴射後に、濯ぎをすることなく、前記
吹き付け手段により気体を吹き付けるように制御する制御手段を更に含む、構成となって
いるので、ヘルメットの乾燥が容易に行われ、洗浄後直ちにヘルメットを使用できる。特
に、濯ぎ工程を含まないため、濯ぎに必要な水等の液体を大量に使用しなくても、十分な
洗浄効果が得られる。また、帽体の外側面から第２の洗浄剤を噴射する第２の噴射手段を
備えるため、必要に応じて、帽体の外側面に付着した汚れを、同時に、内面及び内装体の
洗浄の前、又は、その後、或いは、これらの少なくとも２つの任意の組合せの時に、落と
すことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】実施例１のヘルメット洗浄装置の正面図である。
【図２】実施例１のヘルメット洗浄装置の左側面図である。
【図３】実施例１のヘルメット洗浄装置の右側面図である。
【図４】実施例１のヘルメット洗浄装置の上面図である。
【図５】実施例２のヘルメット洗浄装置の略式斜視図である。
【図６】実施例３のヘルメット洗浄装置の略式斜視図である。
【図７】実施例３のヘルメット洗浄装置における第２の噴射手段の移動装置の略式斜視図
である。
【図８】実施例１から３のヘルメット洗浄装置に適用可能なヘルメット支持方式を示し、
また、噴霧ノズルの移動装置及びＵＶランプの移動装置を示す、略式斜視図である。
【図９】実施例１から３のヘルメット洗浄装置に適用可能な噴霧ノズルの移動装置の略式
斜視図である。
【図１０】実施例１及び２のヘルメット洗浄装置に適用可能な制御のための概略配線図で
ある。
【図１１】実施例３等のヘルメット洗浄装置に適用可能な制御のための概略配線図である
。
【図１２】実施例４のヘルメット洗浄装置の略式斜視図である。
【図１３】一般的なヘルメットの一部破断側面略図である。
【図１４】本実施例において使用可能な噴霧ノズルの側断面概略図である。
【図１５】本実施例において使用可能な別の噴霧ノズルの側断面概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、図面を参照しつつ、本発明の実施例を説明するが、本発明の範囲を限定するもの
ではない。
【００２０】
［実施例１］
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　図１から図４は、それぞれ、本発明の実施例１のヘルメット洗浄装置の正面図、左側面
図、右側面図、及び上面図であるが、図の説明のため、下側の本体の側面板は透明に描か
れ、丁度、これらの側面板を外した状態の図のように見える。実施例１のヘルメット洗浄
装置１０は、縦に長い直方体形状にかまぼこ形の頂部を備える本体部を備え、該本体部は
、頂部を含む上部本体１２及びその下の下部本体１４からなる。下部本体１４の底面には
、該ヘルメット洗浄装置１０を支持する脚部をほぼ矩形の底面のそれぞれコーナー近くに
備え、前面側の２つの脚部には高さを調整することができるアジャスタ１６を備え、背面
側の２つの脚部には、該ヘルメット洗浄装置１０の移動を容易にするキャスタ１８を備え
る。下部本体１４の最上位には、上面にグリッド形状のヘルメット載置台を備えるシンク
２０が配置され、前左下部に洗浄液タンク２２が、あふれた洗浄液を受けるパン２４内に
配置される。この洗浄液タンク２２には、洗浄液が充填されるが、上部の蓋部には貫通す
る洗浄液ラインが前記洗浄液を吸引可能に挿入される。
【００２１】
　下部本体１４の前右下部には、エアフィルタ２７を下に備えるコンプレッサ３０が配置
され、エアフィルタ２７を介して周囲の空気を吸引し、レギュレータ３２で圧力を調整し
て、圧縮空気ライン３４に送り、混合器３６において、電磁弁の操作で、洗浄液ラインか
ら吸引される洗浄液と混合し、噴霧ノズル３８から、霧状の洗浄液及び空気の混合物を上
方に向けて噴射することができる。噴霧ノズル３８は、シンク２０の底面から上方に突出
するように設けられる。この噴霧ノズル３８から噴射された前記混合物の一部は、シンク
２０内に落下する。シンク２０の底面のほぼ中央には、乾燥ブロアー４２によりブロアー
吸引孔から吸引された加熱された或いは加熱されない空気が送り出されるブロアー噴出し
口４６が設けられ、上方に向けて空気が吹き上げられる。このブロアー噴出し口４６の前
面側に前記噴霧ノズル３８が配置されている。シンク２０の底面の左前部には、ヘルメッ
ト洗浄装置１０外に排出するためのドレインパイプの入り口につながるように、シンク２
０に溜まった液体を排出できる排水口が備えられる。
【００２２】
　シンク２０の底面のほぼ中央で、噴霧ノズル３８の前面側にＵＶランプ５４が配置され
る。このＵＶランプ５４は、噴霧ノズル３８から噴射される霧状の混合物に対して影響を
受けないように、防水処理されている。
【００２３】
　下部本体１４の前面のパネル（図中透明）の右上には、操作盤５６が備えられ、ＵＶラ
ンプ５４のみならず、混合器３６の電磁弁及びコンプレッサ３０の操作を、行うことがで
きる。前面のパネル（図中透明）の左中には、前面扉取っ手が設けられ、前面パネルの開
閉が容易に行われる。下部本体１４の後左下部に配置される制御ボックス６２は、ＵＶラ
ンプ５４、混合器３６の電磁弁、及びコンプレッサ３０を制御可能なコントローラーが備
えられており、このコントローラーは、前記操作盤５６で行われる。制御ボックス６２か
らは電源ケーブル６４が延びており、例えば、家庭用コンセントから電源を取ることがで
きる。
【００２４】
　上部本体１２には、中空の円筒形のものを縦軸方向に約４分割した部分の１つが、その
縦軸方向を水平に寝かせた状態で後ろ半分をあみだに被った状態で固定されたヘッド部７
０と、その周の内面に沿ってスライドするように開閉する回転式開閉扉７２が配置される
。この回転式開閉扉７２は、ヘッド部７０と、左右の両側で回転軸により回転自在に接続
、固定されている。この回転式開閉扉７２には、閉じた際に内部が外から見えるようにの
ぞき窓８０が、ヘルメット洗浄装置１０の幅方向において、ほぼ中央であって、回転式開
閉扉７２の下方部（閉じた際にヘッド部７０の高さ方向において、下半分内に相当）に設
けられる。更に、その下方部には、のぞき窓８０の幅を超えて、幅広で、水平方向に延び
るバー形状の取っ手８２が設けられる。これにより、回転式開閉扉７２が容易に上下され
、それに伴って回転式開閉扉７２が開閉する。このようにヘッド部７０及び回転式開閉扉
７２により囲まれた空間内には、ヘルメット洗浄装置１０によって洗浄されるヘルメット
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８６（図中、破線にて示す）を固定することができる。このヘルメット８６は、シンク２
０の上面のグリッドにより支持されが、シンク２０内の下方から噴射される霧状混合物や
吹き付けられる空気は、自由に通過できる。また、ＵＶランプにより照射される光も、ほ
ぼさえぎられることなく、帽体の内面等に照射可能となっている。
【００２５】
　図１０は、実施例１のヘルメット洗浄装置１０を制御する概略配線図を示す。上述のよ
うに、回転式開閉扉７２を開けて、ヘルメット８６を設置し、回転式開閉扉７２を閉じた
後、操作盤５６において、例えばパイロットランプ等により、必要な安全インターロック
がすべて解除されていることを確認する。次に、操作盤５６のＵＶランプ５４のスイッチ
を入れ、信号を制御ボックス６２である制御装置に送る（ｉ－０９）。この制御装置から
ＵＶランプ５４に信号及び電力が送られ（ｉ－０７）、ＵＶ照射が開始される。このとき
、後述する別の実施例においては、ＵＶランプ移動装置を駆動して（ｉ－０８）、ＵＶラ
ンプを最適な位置に移動できる。また、ＵＶによる殺菌が必要がないと判断した場合は、
このＵＶランプ照射を省略することは言うまでもない。次に、操作盤５６を操作して（又
は、タイマーによって）、ＵＶランプ５４のスイッチをオフとし（ｉ－０９、ｉ－０７）
、洗浄液の噴霧工程に移行する。
【００２６】
　噴霧工程では、操作盤５６の噴霧工程の開始のスイッチを入れ、信号を制御ボックス６
２である制御装置に送る（ｉ－０９）。この制御装置から、コンプレッサ３０に信号及び
電力が送られ（ｉ－０３）、圧縮空気の準備が開始される。また、必要に応じて設けられ
る洗浄液タンク２２のポンプに、オンの信号及び電力が送られ（ｉ－０２）、洗浄液が洗
浄液ライン２６を通って、混合器３６へと送られる。同時に、準備された圧縮空気は圧縮
空気ライン３４を通って混合器３６に送られ、噴霧ノズル３８から洗浄液が霧状に噴霧さ
れ、ヘルメット８６の帽体の内部（特に内装体）に送られる。このとき噴霧される洗浄液
は、後述するようなものが使用される。このような洗浄液は、ヘルメット８６の帽体の内
部（特に内装体）を湿らせる程度に噴霧されるだけで十分である。また、十分に湿潤させ
る必要がある場合は、長期間噴霧を続けることができる。このような噴霧は典型的には数
秒から数分の間、行えばよい。このとき、後述する別の実施例においては、噴霧ノズル移
動装置を駆動して（ｉ－０４）、噴霧ノズル３８を最適な位置に移動できる。このように
して、洗浄液の噴霧工程が、操作盤５６からの操作により（又は、タイマーにより）終了
し、次の乾燥工程に移行する。
【００２７】
　乾燥工程では、操作盤５６の乾燥工程の開始のスイッチを入れ、信号を制御ボックス６
２である制御装置に送る（ｉ－０９）。この制御装置から、乾燥ブロアーに信号及び電力
が送られ（ｉ－０６）、ブロアー気体通路を通ってブロアー吹き出し口４６から気体が噴
出される。この気体は、周囲の空気で十分であるが、冬季等、雰囲気温度が低い場合は、
乾燥ブロアーに設けられたヒーターのスイッチを入れて（ｉ－０９、ｉ－０６）、温風に
することが好ましい。これにより、乾燥時間が短縮できる。一方、夏季等、雰囲気温度が
高い場合は、このヒーターをオフにして気体を送れば、十分と考えられる。夏季は、一般
に相対湿度が高いものの、気温がたかいため、飽和状態になるまで水分等を含むことがで
きる量が多いからである。また、噴霧された洗浄液が内装体等から気化する際に、気化熱
を奪うため、乾燥後の内装体等の温度が下がる場合がある。このようにすれば、洗浄後す
ぐにヘルメットをかぶったとき、ひんやりとした感触を装着者に与え、洗浄液に含まれる
香料等と共に、装着者をさわやかな気分にすることができる。このようにして洗浄したヘ
ルメットを乾燥した後、操作盤５６を操作して（又は、タイマーによって）、乾燥ブロア
ー４２のスイッチをオフとする（ｉ－０９、ｉ－０６）。次に、回転式開閉扉７２を開け
て、ヘルメット８６を取り出す。
【００２８】
　ここで、ブロアー吹き出し口４６から噴出される気体（又は空気）は、ヘルメット８６
の帽体の内面側に突き付けられるが、ヘルメット８６の開口部全体にわたって吹き付けた
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場合、帽体内部で吹き付けられた気体（又は空気）が溜まってしまい、強く吹き付ける吹
き付け圧に抗することとなり、帽体内部の気体（又は空気）の入れ替えが難しくなる場合
がある。そのようなことを避けるために、帽体の開口部の一部を吹き出し口として機能さ
せるように、吹き付けることが好ましい。例えば、ブロアー吹き出し口４６の先端を小さ
く又は細長くすることにより、帽体の開口部の一部から気体（又は空気）が吹き付けられ
るようにすることができる。
【００２９】
　次に、噴霧される洗浄液について述べる。本発明で使用する洗浄液は洗浄剤を含んでよ
い。また、この洗浄剤は、水またはアルコールに代表される溶剤を主成分とした洗浄剤で
、汚れの質や求められる洗い上がりにより適宜配合を組むことができる。典型的には、界
面活性剤及び／又は金属イオン封鎖剤を含んでよい。それ以外に、任意の成分を含むこと
ができる。
【００３０】
<界面活性剤>
　本発明に使用する界面活性剤は、特に限定されるものではなく、通常の家庭用及び業務
用洗浄剤に用いられる非イオン界面活性剤、アニオン系界面活性剤、カチオン系界面活性
剤、及び両性界面活性剤を用いることができる。
【００３１】
　具体的に、非イオン系界面活性剤としては、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポ
リオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテル等のポリエチレングリコール型
、グリセリン脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステル等の多価アルコール型、等が挙げら
れる。これらは単独で用いても、二種以上を組み合わせて用いてもよい。
【００３２】
　同じく、アニオン系界面活性剤としては、石鹸やポリオキシエチレンアルキルエーテル
カルボン酸塩のようなカルボン酸塩型、アルキルベンゼンスルフォン酸塩、アルキルナフ
タレンスルフォン酸塩等のスルフォン酸塩型、高級アルコールの硫酸エステル塩やポリオ
キシエチレンアルキルエーテル硫酸エステル塩等の硫酸エステル塩型、高級アルキルリン
酸エステル塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテルリン酸エステル塩等のリン酸エステ
ル塩型、等が挙げられる。これらは単独で用いても二種以上組み合わせて用いてもよい。
【００３３】
　同じく、カチオン系界面活性剤としては、アルキルアミンアセテート等のアルキルアミ
ン塩型、アルキルトリメチルアンモニウムクロライド、ジアルキルジメチルアンモニウム
クロライド等の第四級アンモニウム塩、等が挙げられる。これらは単独で用いても二種以
上組み合わせて用いてもよい。
【００３４】
　同じく、両性界面活性剤としては、脂肪酸アミドプロピルベタインやアルキルベタイン
等のアルキルベタイン型、アルキルジメチルアミンオキサイドのようなアルキルアミンオ
キシド型、等が挙げられる。これらは単独で用いても二種以上組み合わせて用いてもよい
。
【００３５】
これらの界面活性剤は、ヘルメットに付着している油汚れ、皮脂、泥汚れ等への洗浄剤の
浸透、乳化、分散の目的で配合される。界面活性剤の含有量は洗浄性及び乾燥残渣のベタ
つき等の観点から、０．００１～３０％が好ましく、０．０１～２％の質量％がより好ま
しい。
【００３６】
<溶剤>
　本発明に使用する溶剤は、特に限定されるものではなく、通常の家庭用及び業務用洗浄
剤に用いられるアルコール系、多価アルコールのアルキルエーテル及びエチレンオキサイ
ド付加物等を用いることができる。これらは単独で用いても二種以上組み合わせて用いて
もよい。
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【００３７】
　これらの溶剤は、ヘルメットに付着している油汚れ、皮脂等の溶解の目的で配合される
。溶剤の含有量は、洗浄性及び乾燥性の観点から、０．１～９９％が好ましく、１～５０
％の質量％がより好ましい。
【００３８】
<金属イオン封鎖剤>
　本発明に使用する金属イオン封鎖剤は、特に限定されるものではなく、通常の家庭用及
び業務用洗浄剤に用いられるニトリロトリ三酢酸塩、エチレンジアミン四酢酸塩等のアミ
ノカルボン酸塩。　クエン酸塩、リンゴ酸塩、酒石酸塩等のカルボン酸塩等を用いること
ができる。これらは単独で用いても二種以上組み合わせて用いてもよい。
【００３９】
　これらの金属イオン封鎖剤下での洗浄性能の維持のために配合される。硬水軟化作用及
び乾燥残渣のベタつき等の観点から、０．００１～５％が好ましく、０．０５～１％の質
量％がより好ましい。
【００４０】
　<その他の任意成分>
　本発明で使用する洗浄剤には必要に応じて、他の任意成分を適宜添加することができる
。上記任意成分としては、通常洗浄剤に使用されているものであれば、特に限定されるも
のではなく、例えば香料、染料、顔料、防腐剤、殺菌剤、可溶化剤、アルカリビルダー、
酸、低温安定化剤、酵素、漂白剤、ｐＨ調整剤、精油、分散剤、蛍光増白剤、粘度調整剤
（減粘剤、増粘剤）、柔軟剤、酸化防止剤、腐食防止剤、抗菌剤等があげられる。
【００４１】
　以下は、実際に使用した洗浄剤を表１にまとめて例示する。
【００４２】
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【表１】

【００４３】
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　実験例１から１０において、溶剤として、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、
９５％エチルアルコール、プロピレングリコールモノメチルエーテルの少なくとも１つを
含んだ。ジエチレングリコールモノブチルエーテルの沸点は、１９４℃で、蒸気圧は、０
．０１ｍｍＨｇ（２０℃）［換算値　１Ｐａ（２０℃）］と低く、エチルアルコールの沸
点は、７８．３７℃で、蒸気圧は、５５８０Ｐａ（４４．１ｍｍＨｇ）（２０℃，Ａｎｔ
ｏｉｎｅ定数から計算）と高いが、プロピレングリコールモノメチルエーテルの沸点は、
１４５－１４６℃で、蒸気圧は、３．７ｍｍＨｇ（２０℃）と低い。従って、エチルアル
コールをより多く含むものは蒸発しやすい傾向があるといえるかもしれない。尚、これら
の薬剤の商品名などは、表２にまとめる。
【００４４】
【表２】

【００４５】
　［実験例４］
　実際のヘルメットを用いて、実施例１のヘルメット洗浄装置を用いて実験を行った。実
験は、（ｉ）ヘルメットの保持、（ｉｉ）ＵＶランプの照射オン、（ｉｉｉ）洗浄液の噴
霧（１、２、３、４、５、６、７、８秒（それぞれ、洗浄液が約０．５、１．０、１．５
、２．０、２．５、３．０、３．５、４．０ｃｃ程度噴霧される計算となる））、（ｉｖ
）ブロアによる空気の吹き付け（０、５、１０、１５、２０、２５、３０、３５、４０、
４５秒）を行い、（ｖ）ＵＶランプの照射のオフを行い、（ｖｉ）ヘルメットを取り出し
た。尚、ブロアのヒーターをオンにした場合は、室温２５℃の条件で、吹き付け空気の温
度は最大約６５℃であり、毎分１．６ｍ３の空気を吹き付けることができる（例えば、圧
力０．３５ＭＰａ）。この実験では、ヒーターはオンにして行った。吹き付ける空気の温
度は、１５秒程でおよそ５０℃となった。このような条件で、実験例４の洗浄剤からなる
洗浄液を用いて、噴霧ノズル３８から、５秒間で約３ｍｌの洗浄液を噴霧した。
【００４６】
　実験で用いたヘルメットは、概略が図１３に示すようなもので、頭部を覆う、硬い殻体
である帽体８９の内面には、ヘルメットを頭部に保持し、あたりを良くして衝撃を緩和す
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る部品である内装体又は装着体が配置される。ここでは、頭頭頂部に対応する環状の帯（
ひも）９２があり、頭部の周に当たりヘルメットを安定化するヘッドバンド９１が、ハン
モック９０により帽体内面から所定の距離だけ離れるように構成されている。ヘルメット
が外れないように、あごひも９４も用意されている。尚、今回の実験では用いられていな
かったが、一般には、発砲スチロール製等の衝撃を吸収するたｍの部品として衝撃吸収ラ
イナー９３も設けることができる。これら装着体は、一般に、綿や、合織テープ等、布等
で作られており、この部分が直接又は間接的に頭部に当たり、汗等を吸収する。そのため
、洗浄することなく長期間使用した場合は、臭気を帯びることとなる。本実験では、一般
作業員が約１か月間使用したものを複数用意した。臭気は、５人の検査員が直接嗅ぎ、全
員が臭気ありと判断したものを用いた。
【００４７】
　上述のように、洗浄液の噴霧を所定時間行ったところ、４秒以下の場合は、洗浄・乾燥
後、５人のうち少なくとも１人が臭気の残留を検出した。一方、５秒以上の場合は、ほぼ
全員が臭気が残っていないと判断した。これは、十分な洗浄液の量が十分でないためであ
ると、推察された。また、６秒間噴霧したものについて、ブロアによる空気の吹き付け効
果を、確認した。それによると、ブロアの時間が、５秒以下の場合は、５人のうちほとん
ど全員が目視又は触覚から、内装体の湿潤を確認した。１５秒のブロア時間では、過半数
以上が湿り気を感じることがなくなり、２５秒以上では、ほぼ全員が湿り気の残りを認め
なかった。これは、実験例４の洗浄剤が、エタノールを含んでおり、沸点が低く、蒸発し
易かったことも関係すると考えられた。そこで、水を噴霧した場合と比べると、４５秒の
ブロア時間でも、約半数が湿り気を確認していた。尚、水を噴霧した後にエタノールを噴
霧すると、水のみを噴霧したものに比べ、ブロア時間が短くても、湿り気を感じる場合が
減った。水とエタノールの混合物が形成されたためと考えられた。
【００４８】
　なお、本ブロアにおいて、ヒータを用いると、約１分継続してブロアすると、約６５℃
のブロア空気温度が観測される。このような温度では、香料の一部は、蒸発して消失する
ことがあるので、ブロア時間又は温度を考慮して、洗浄剤の成分について検討することが
好ましい。また、当該洗浄装置を使用する環境温度を考慮して、適宜、洗浄剤成分を選択
し、また、噴霧時間、及びブロア時間、更には、ヒータのオン・オフを適宜選択すること
が好ましい。洗浄剤の成分の選択は、主成分となる溶媒の沸点又は蒸気圧を考慮する。即
ち、沸点が高い、又は、蒸気圧が低い溶媒を使用する場合は、ヒータをオンする及び／又
はブロア時間を長くすることができる。逆に、沸点が低い、又は、蒸気圧が高い溶媒を使
用する場合は、ヒータをオフにする及び／又はブロア時間を短くすることができる。
【００４９】
［実施例２］
　図５は、実施例２のヘルメット洗浄装置１０’の略式斜視図である。ここでは、一部を
省略しているが、主要な構成要素は同一であるので説明を省略する。大きな違いは、グリ
ッドを構成する水平横向きバー９２及び水平縦向きバー９４によりヘルメットを保持する
ことである。また、このグリッドに固定されたブラケットにより噴霧ノズル３８が固定さ
れている。更に、その前側にＵＶランプ５４が固定されている。噴霧ノズル３８及びＵＶ
ランプ５４はヘルメットの帽体の内面側の凹部内に入り、より近接した状態でヘルメット
の内装体を照射或いは噴霧することができる。尚、これらの噴霧ノズル３８及びＵＶラン
プ５４は可動式に配置することができる。その場合は、例えば、ＵＶランプは照射時のみ
、グリッドより下方から移動するようにしてもよく、照射後は、噴霧ノズル３８からの霧
状の混合物の影響を受けない位置に移動させることもできる。特に、ＵＶランプに接続さ
れなければならないものは電気配線だけであるので、移動は、従来から知られている移動
ステージ、回動アーム等を用いて行うことができることは言うまでもない。同様に、噴霧
ノズル３８も可動式にすることができる。
【００５０】
［実施例３］
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　図６は、実施例３のヘルメット洗浄装置１０’’の略式斜視図である。基本的に、実施
例２のヘルメット洗浄装置１０’と同一であるが、ヘルメットの帽体の外側面に第２の洗
浄液を噴射する第２の噴射手段である第２の噴射ノズル９２を備えることが異なっている
。ここでは、図６には示されていないが、第２の噴射ノズル９２は、それに第２の洗浄液
を送るラインと共に、ヘルメット周りを回転して、ヘルメットの帽体の外側面をまんべん
なく噴射することができる。これにより、外側面の表面の汚れを、噴射により物理的に及
び第２の洗浄液による膨潤・湿潤・溶解作用等により、汚れを物理化学的な効果で、取り
除くことができる。噴射後の第２の洗浄液は、シンク２０内に落下し、ドレインパイプに
つながる開口から、排水口から排出される。
【００５１】
　図７は、実施例３のヘルメット洗浄装置１０’’に適用可能なヘルメット８６の設置方
式及び第２の噴射手段の移動装置の一例を示す概略斜視図である。ヘルメット８６は、ほ
ぼ垂直に立った４本のヘルメット支持支柱８８の先端が、帽体の内面に接触し、ヘルメッ
ト８６を支持する。基本的には、ヘルメット８６の自重で、固定されるが、図示しないベ
ルト等で上から固定することもできる。また、回転開閉扉７２を閉じた際に、ヘルメット
８６の頭頂部の外面から、回転開閉扉７２の内側面までの距離が十分小さい場合、ヘルメ
ット８６は、かかる留め具がなくても吹き飛ばされることがないと考えられる。このヘル
メット支持支柱８８は、図１において示されるシンク２０から延びてもよく、シンク２０
に固定されてもよい。或いは、ヘルメット洗浄装置１０’’の本体フレームから延びる水
平ビームに固定されてもよい。この４本のヘルメット支持支柱８８の周りには、馬蹄型の
ほぼ水平部材がレール１０４として設けられ、上述する第２の噴射手段であるもう１つの
第２の噴射ノズル９８及び第２の噴射手段支持部材１００並びに前記レール１０４に沿っ
て移動する駆動手段１０２（例えば、モーター駆動型ライダー等）を備えることができる
。これにより、第２の噴射ノズル９８から第２の洗浄液９９が噴射され、ヘルメットの帽
体の外面の泥汚れ等を洗浄することができる。このとき、ヘルメットの帽体は、水等の液
体を通すものでないことが多いので（帽体は、典型的には、金属、強化プラスチック等）
、このようにヘルメットの帽体の開口部を下にして配置される限りは、基本的に帽体内部
に侵入することがない。従って、これまで述べてきた、ヘルメットの帽体の内部の洗浄方
法や洗浄装置に悪影響を及ぼすことはないと考えられる。
【００５２】
　図８及び図９は、噴霧ノズル３８及びＵＶランプ５４を移動可能にした例を示す概略斜
視図である。それぞれの移動装置４０及び５５は、いわゆる円筒形望遠鏡のように、伸縮
自在の構造をしており、図示しないモータ等により、引き出し及び引き入れがなされ、帽
体の下向き開口部の下方に、噴霧ノズル３８及びＵＶランプ５４を移動させることができ
る。これ以外に、回動するアームにより、移動させることができることは言うまでもない
。図９においては、噴霧ノズル３８を、回転可能な円盤４１上におき、噴霧の反動により
、回転させることができる。このようにすると、ヘルメットを支持する部材等により、噴
霧が十分いきわたらないところにも噴霧をいきわたらせることができる。尚、ここでは、
噴霧ノズル３８としたが、これを空気の混入を減らし、又は、全くさせないで、洗浄液の
みを噴射されることもできる。このような場合は、大量な洗浄液を帽体の内面（例えば、
内装体）に噴射することができ、この洗浄液と共に、汚れ成分を帽体の内面から除去する
ことも可能である。このようにする場合は、多量な残留した洗浄液（特に、溶媒）を乾燥
する必要があり、後の乾燥工程では、十分なブロアーによる気体吹き付けが好ましい。ま
た、洗浄液を直前で複数混合できるような噴射ノズルを使用する場合は、最初は洗浄液に
よる汚れの流出が容易な成分を多く流し、終了間際になるにしたがって、例えば、沸点の
低いエタノール等を多く含む洗浄液成分とすることにより、乾燥を容易にすることもでき
る。
【００５３】
　図１１は、図１０を更に応用したヘルメット洗浄装置に適用可能な制御のための概略配
線図である。第２の噴射ノズル並びに噴射ノズル及び噴霧ノズル３８を切り替える切替装
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を配置した後、ヘルメットの帽体の外面の泥等の汚れを落とす場合は、同時に、または、
先行して、第２洗浄液タンクからポンプで第２の噴射ノズル（例えば、図６及び図７参照
）から洗浄液を帽体の外面に噴射する（ｉ－１１）。このとき、第２の洗浄ラインをフレ
キシブルホースにして、図７において示すように、移動装置により、ヘルメットの円周方
向に移動させ、ヘルメットの外面を全体的に洗浄することができる。操作盤５６により（
又はタイマーにより）スイッチを切って、このような外面の洗浄を終了する（ｉ－１１）
。また、噴霧ノズル３８による洗浄液の噴霧では量的に十分でないと判断された場合は、
切替装置（一般的な工具により、ノズル等を交換することを含んでよい）により、噴射ノ
ズルとすることができる。このとき、噴射ノズルに接続された切替電磁弁により、操作盤
５６からの操作で、複数の洗浄液を切り替えて噴射することも可能である（ｉ－１０）。
ここで、洗浄液ライン２６を利用するように構成されているので、ポンプ等の装置を有効
に利用することができ、装置全体をコンパクトにすることができる。
【００５４】
　図１２は、実施例４のヘルメット洗浄装置１０’’’の一例を示す概略斜視図である。
ここでは、仕切り板７６が上部本体と下部本体を区分けするように設けられている。この
ようにすると、不要な噴霧等が上部本体の高所に舞い上がることを少なくとも一部防止す
ることができる。この仕切り板７６のほぼ中央には、下部本体に貫通する開口部７８が設
けられ、仕切り板７６より下に設けられた噴霧ノズル３８、ＵＶランプ５４等からの噴霧
及び光をヘルメット８６の内面側に導入することができる。この仕切り板７６上には、前
記開口部７８の周りにヘルメット支持支柱８８が４本立てられており、ヘルメットを有効
に支持する。他の構成要素は、実施例１等と同様であるので、ここでは説明を省略する。
【００５５】
　図１４及び図１５は、本発明に適用可能な噴霧ノズルの２つの例を示す。図１４は、内
部混合型の噴霧ノズルの断面図であり、図１５は、外部混合型の噴霧ノズルの断面図であ
る。何れも、それぞれの特徴を生かして、適宜採用することができる。また、２種類以上
の洗浄剤を直前で混合する場合は、内部混合型の噴霧ノズルを用いて、図示する洗浄剤の
入り口の直前で混ざることもでき、或いは、１種類目から２種類目へと切り替えるのがよ
り容易と考えられる。
【符号の説明】
【００５６】
１０　ヘルメット洗浄装置　　　　１２　上部本体　　　　１４　下部本体　　　
１６　アジャスタ　　　　１８　キャスタ　　　　２０　シンク　　　　
２２　洗浄液タンク　　　　２４　パン　　　　２６　洗浄液ライン　　　　
２８　エアフィルタ　　　　３０　コンプレッサ　　　　３２　レギュレータ　　　　
３４　圧縮空気ライン　　　　３６　混合器　　　　３８　噴霧ノズル　　　　
４２　乾燥ブロアー　　　　４４　ブロア吸気孔　　　　４６　ブロアー噴出し口
４８　ドレインパイプ　　　　５０　排水口　　　　５４　ＵＶランプ　　　　
５６　操作盤　　　　５８　前面扉取っ手　　　　６２　制御ボックス　　　　
６４　電源ケーブル　　　　７０　ヘッド部　　　　７２　回転式開閉扉　　　　
７４　回転軸　　　　８０　のぞき窓　　　　８２　取っ手　　　　
８６　ヘルメット　　　　９８　第２の洗浄液の噴射手段
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